
 

東京都受動喫煙防止条例等施行内容及び対応 

 ○今後の条例等の施行内容及び対応について 

  施行期日を定める規則等により規定された施行時期及び内容は下表のとおりです。 

 

施行日 対象 規制 

 標識例 

2019 年 

７月１日 

 

第一種施設 

（学校、病院、保育

所等） 

敷地内禁煙 

 

2019 年 

９月１日 

第一種施設のうち

幼稚園～高校・保育

所など 

屋外を含む敷地内

完全禁煙 
 

飲食店 
現行の店内の喫煙

状況の店頭表示 

 

2020 年 

４月１日 

多数の者が利用す

る全ての施設 

原則屋内 

禁煙 

 

 

 
「東京都受動喫煙防止条例」概要資料はこちら 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/file/0020190329.pdf 

「東京都受動喫煙防止条例」全文はこちら 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/file/judokistuenboshijorei.p

 

参考 

○４月１日以前であっても、基準を満

たした場合、順次上記標識を掲示して

ください。 

__________________
 

行政機関、病院、大学等

の屋外に、特定屋外喫煙

場所を設けた場合、標識

を掲示してください。 


